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目的、調査方法、調査過程 

 

１ 目的、対象 

「長岡市男女共同参画社会基本条例」では、「市は、男女共同参画社会の形

成に関する施策を実施するための拠点として、長岡市男女平等推進センターを

置くこと（第 18条）」、「市は、男女共同参画社会の形成に関する施策を効果的

に実施するため、必要な調査及び研究を行い、その成果の活用に努めるものと

する（第 19条）」と定めている。 

これを受け、「第２次ながおか男女共同参画基本計画」では、基本目標 1 の

事業「メディア・リテラシー（情報解読能力）の学習機会の提供」、基本目標

４の事業「男女共同参画に関する調査・研究」を設け、以下の対象について調

査・研究を行った。 

 市政だより（平成 30年１月号～令和４年３月号）及び同時配送文書 

 支所だより（平成 30年１月号～平成 30年 12月号。10支所分） 

 

 

２ 総括 

・調査による指摘箇所数は、平成 30 年度は 20 か所、令和元年度は 22 か所、

令和２年度は 13か所、令和３年度には指摘なしとなった。 

・調査開始当初は、特に性別による固定的な役割分担をイメージさせるような

写真やイラストなど、無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）による表

現が見受けられたため、職員が無意識の偏見に気付き、それを自覚して広報

などの取組みを進めていく必要があることを指摘した。 

・改善策として、令和元年度及び２年度に長岡市広報課「広報活動の手引き」

を改訂した。また、令和２年度から、市職員を対象とした「アンコンシャス・

バイアス研修」を開始した。令和３年度には、本調査の指摘事例を周知する

とともに、「男女共同参画の視点による広報チェックリスト」を活用し、無意

識の偏見を生まないような情報発信を行うよう全庁に通知した。その結果、

徐々に改善が見られ、３年間で指摘箇所数は大きく減少した。 

・本調査の指摘事例が無意識の偏見についての気付きにつながったほか、チェ

ックリストの活用を周知したり、アンコンシャス・バイアス研修を開催した

りするなどの取組みにより、公的刊行物の改善が見られたことは、本調査を

実施した成果と言える。 

・今回の調査対象となった公的刊行物以外にも、市が作成する文書は多数存在

し、問題となり得る表現も散見されるうえ、人事異動などによる担当職員の

入れ替わりもあることから、男女共同参画の視点による公的刊行物の確認は

継続していく必要がある。 
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３ 調査方法 

（１）一次チェック 

対象となる、市政だより及び同時配布文書のすべての掲載情報を種別（1

写真、2図表・イラスト、3文章）ごとに、男女共同参画の視点、人権啓

発の視点で一次チェックを行った。チェックに当たっては、内閣府男女共

同参画局「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」、長岡市広報課

「広報活動の手引き」などを参考にした。 

（２）二次チェック 

一次チェックをまとめた素案について、ウィルながおか職員が二次チェ

ックを行い、案をまとめた。 

（３）具体的なチェック内容 

・イメージの固定化をしていないか 

 悪い例：技術系＝男性、介護系＝女性 

     サッカー＝男の子、お絵かき＝女の子 

     仕事＝男性、家事＝女性 

・男女を対等な関係で描いているか 

 悪い例：上司＝男性、部下＝女性 

     加害者＝男性、被害者＝女性 

・男女で異なった表現を使用していないか 

 悪い例：委員数〇人（うち女性□人） 

     キーマン、カメラマン、父兄、看護婦など 

     女性初の～など女性を強調する表現 

・男女の写真、イラストがバランスよく登場しているか 

・男性から見ても、女性から見ても、違和感のない表現になっているか 

 

 

４ 調査過程 

（１）令和元年度 

10月 平成 30年「男女共同参画に関する調査・研究報告書」作成・公表 

３月 「広報活動の手引き」改訂（広報課） 

（２）令和２年度 

４月 令和元年度「男女共同参画に関する調査・研究報告書（案）」作成 

   同案について関係課の意見聴取  

８月 長岡市男女共同参画審議会報告 

10月 令和元年度「男女共同参画に関する調査・研究報告書」公表 

11月 メディアリテラシー講座（第 34回ウィルながおかフォーラム）開催 

２月 「アンコンシャス・バイアス研修」開催（人事課） 

３月 「広報活動の手引き」改訂（広報課） 
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（３）令和３年度 

４月 男女共同参画の視点による広報チェックリストの活用について全庁通知

（広報課、人権・男女共同参画課） 

４月 令和２年度「男女共同参画に関する調査・研究報告書（案）」作成 

   同案について関係課の意見聴取 

７月 長岡市男女共同参画審議会報告 

   「アンコンシャス・バイアス研修」開催（人事課） 

８月 令和２年度「男女共同参画に関する調査・研究報告書」公表 

11月 メディアリテラシーの職員向けセミナーの開催 

（４）令和４年度 

４月 男女共同参画の視点による広報チェックリストの活用について全庁通知

（広報課、人権・男女共同参画課） 

４月 最終報告書案（平成 30～令和３年度）の作成 

９月 長岡市男女共同参画審議会に報告 

   「男女共同参画に関する調査・研究最終報告書」公表 
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令和３年度の調査について 

 

１ 対象 

市政だより（令和３年４月号～令和４年３月号）及び同時配付文書 25点 

 

 

２ 全体概要 

・市政だよりについては、性別による固定的な役割分担をイメージさせるよう

な写真やイラストがなく、令和３年度は指摘事項はなかった。 

・全体の指摘箇所はなかったものの、性別による固定的な役割分担をイメージ

させるような写真やイラストは避けるよう、引き続き日ごろから男女共同参

画の視点を意識して業務に取り組むことが必要である。 

・無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）は誰でもが何かしら持っており、

それ自体が直ちに問題となるわけではないが、自覚しないで放置しておくと

女性への差別など様々な問題を引き起こす要因になる。引き続き、研修など

による啓発を行い、男女共同参画の推進に取り組む必要がある。 

 

 

 

個別報告 

 

 市政だより及び同時配布文書の掲載情報を種別（1 写真、2 図表・イラスト、

3文章）に分け、男女共同参画の視点、人権啓発の視点でチェックを行った。 

指摘事項なし。 
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主な指摘事項 
   

 イメージの固定化によるもの 

 ・高齢者の介護のイラストを女性のみ使用（平成 30年度市政だより１月号 他） 

 ・服の色を男性は青系統、女性は赤系統を使用（平成 30年度市政だより５月号 他） 

 ・エプロンをした女性のイラストを使用（平成 30年度市政だより７月号 他） 

 ・健康相談室のイラストを女性のみ使用（平成 30年度支所だより） 

 ・小児救急医療電話相談のイラストを女性のみ使用（平成 30年度支所だより） 

 ・子育て相談、病児・病後保育のイラストを女性のみ使用（令和元年度市政だより 12

月号 他） 

 ・救急隊員の写真を男性のみ使用（令和２年度市政だより６月号） 

 
   
 男女で異なった表現を使用しているもの 

 ・「越後長岡雪の女王」の名称を使用している（令和元年度市政だより 1月号） 
    
 男女の写真・イラストがバランスよく配置されていないもの 

 ・成人式の写真を女性のみ使用（平成 30年度市政だより 1月号 他） 

 ・国際文化祭のイラストを女性のみ使用（令和元年度市政だより８月号） 

 ・大民踊流しの写真を女性のみ使用（令和２年度市政だより８月号） 

 
   
 その他 

 ・パパママサークルにおいて、多様性の観点から、「夫婦」に限定しない表現を工夫す

る必要がある（令和２年度市政だより４月号 他） 

 ・米百俵プレイスを紹介するコラムの連載において、先人と現代の人物 16人を男性の

み取り上げている（令和２年度市政だより８月号） 
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各年度の個別報告より（抜粋） 

 

 

平成３０年度 個別報告 

 

 市政だより及び同時配布文書の掲載情報を種別（1 写真、2 図表・イラスト、

3文章）に分け、男女共同参画の視点、人権啓発の視点でチェックを行った。 

その結果、主な指摘事項は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 市政だより 1月号 10ページ ＞ 

 

 

成人式の写真が、女性しか写っ

ていない。 
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＜ 市政だより 1月号 20ページ ＞ 

 

 

お知らせ欄に、女性が高齢者の

介護をしているイラストがあっ

た。「介護」を表現するイラストと

しては問題ないが、このページの

中で男性が介護をしているイラス

トなどはない。 

 

＜ 市政だより 5月号 10ページ ＞ 

 

 

男の子は青色、女の子は赤色の制服を

着ている。園児が選んでいるのであれば

よいが、性別により色を決めているので

はないか。 
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＜ ながおか社協だより 第 160号 8ページ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ボランティア募集のお知らせ欄に、女性が高齢者の介護をしているイラストがあっ

た。「介護」を表現するイラストとしては問題ないが、この冊子の中で男性が介護をし

ているイラストはない。写真に男性が使用されているのは評価できる。 

 

＜ 市政だより 7 月号 33 ページ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スプレー缶の処理についての記事のイラストが、エプロンをした女性だった。注意喚

起のイラストとしては問題ないが、ゴミ出しなどの家事は女性がするもの、というイメ

ージがつく恐れがある。男女で処理しているイラストにしたり、男女を交互に使用した

りしてはどうか。 
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＜ アオーレ長岡イベントカレンダー8月号 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ながおか市民活動フェスタ’18のイラストの女性が、エプロンをしている。家事・料

理をするのは女性・母親というイメージがついているのではないか。 

＜ ながおか社協だより 第 162号 7ページ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ボランティア連絡協議会チャリティバザーのイラストの女性が、エプロンをしてい

る。家事・料理をするのは女性・母親というイメージがついているのではないか。 
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＜ なかのしま支所からのお知らせ 通年 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あなたの健康相談室のイラストが、1 年を通してすべて女性だった。（3,4月はあなた

の健康相談室の記事なし、6～8月はイラストなし）あなたの健康相談室の対象は女性、 

悩んでいるのは女性、というイメージがあるのではないか。また、男性が相談しにくい

のではないかと思われる。 
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＜ 山古志支所だより 2月号 4ページ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 たばこに関する雑学の記事の喫煙者のイラストが、男性だった。喫煙者は男性、受動

喫煙者は女性や子供、というイメージを植え付ける恐れがある。喫煙者・受動喫煙者は

男女ともに存在している。 

＜ おぐに支所からのお知らせ 平成 30年 12月号 2ページ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成人式のお知らせのイラストが、女性のみだった。 
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＜ てらどまり支所からのお知らせ 平成 30年 1月号 3ページ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「健康料理教室」の案内の記事のイラストが、女性のみだった。対象についての記載

はないが、男性は申し込みにくいのではないか。また、料理をするのは女性というイメ

ージを植え付ける恐れがある。 

＜ てらどまり支所からのお知らせ 平成 30年 1月号 4ページ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小児救急医療電話相談のイラストが女性と子供だった。相談の対象が母親のみと思わ

れる可能性がある。相談の対象は母親だけではなく、父親や家族も含まれているのでは

ないか。 
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＜ とちお支所からのお知らせ 平成 309月号 2ページ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公民館料理講座の募集のイラストが、女性のみだった。対象は高校生以上となってい

るが、男性は申し込みにくいのではないか。 
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令和元年度 個別報告 

 

 市政だより及び同時配布文書の掲載情報を種別（1 写真、2 図表・イラスト、

3文章）に分け、男女共同参画の視点、人権啓発の視点でチェックを行った。そ

の結果、主な指摘事項は次のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 市政だより 1月号 19ページ ＞ 青少年育成課（子ども・子育て課） 

 

成人式の写真に、主に女性しか

写っていない（平成 30 年 1 月号も

同様）。 

女性のみの写真を用いる意図

が、もし「華やかだから」「目を引

くから」というキャッチ的な意図

であれば問題がある。男のみ女の

みの写真を隔年にする、男女そろ

った写真にする、男性のみ女性の

みを 1 枚ずつ用いて組み写真にす

るなどの工夫が必要である。 
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＜ 4 月同時配送文書 健康カレンダー表紙 ＞ 健康課 

 

 

 

                     女性のイラストの多くがエプロンをし 

ている。男性でエプロンをしている人はい 

ない。家事＝女性という性別による固定化

したイメージがあるのではないか。 

＜ 市政だより 5月号 10ページ ＞ 健康課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性のイラストがエプロンをしている。家事＝女性という性別による固定化したイメ

ージがあるのではないか。 
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＜ 市政だより 8 月号 18、19 ページ ＞ 文化振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国民文化祭のイラストが、女性のみ。どの競技も男女ともに活躍している。男性と女

性のイラストをバランスよく使用すべきである。 

 

＜ 市政だより 11月号 26ページ ＞ 子ども家庭課（子ども・子育て課） 

 

 

 

 

 

 

 母親と子ども写真は、子育て＝女性を連想させる。このテーマのイメージ写真は家族

写真にするなど、工夫が必要である。 
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＜ 市政だより 12 月号 3 ページ＞ 保育課 

 

 

 

 

 

 保護者、サポート者、ともに女性のイラ 

ストしかなく、子育て＝女性を連想させ 

る。このテーマのイラストは家族写真にす 

るなど、工夫が必要である。 

 

＜ 市政だより令和 2年 1月号 12ページ ＞ 青少年育成課（子ども・子育て課） 

 

 

 成人式の写真が女性のみ（ほぼ毎年）。 

 女性のみの写真を用いる意図が、もし「華

やかだから」「目を引くから」というキャッチ

的な意図であれば問題がある。男のみ女のみ

の写真を隔年にする、男女そろった写真にす

る、男性のみ女性のみを 1 枚ずつ用いて組み

写真にするなどの工夫が必要である。 
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＜ 市政だより令和 2年 2月号、3月号 表紙 ＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単体として、看護師＝女性、技術者＝男性というイメージを持たれることは、よくな

いが、男女共同参画の視点を持ち、年間を通して、人材育成といった目的をしっかりと

検討して、表紙に使用していることは、大いに評価できる。 
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＜ ながおか社協だより vol.168 1～4ページ ＞ 福祉総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                1 ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2 ページ                 3 ページ 

 

 

 

 

 

 

 

                  4 ページ 

 

 認知症、介護における不安をイラスト化し、制度の説明を行っている。このイラスト

では、家事や介護を女性の役割としている。そのため、家事・介護＝女性というイメー

ジを読者に持たせる危険がある。 
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＜ 長岡雪しか祭り 越後長岡雪の女王コンテスト ＞ 観光事業課、観光企画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市政だより 2019 年 1 月号 30 ページ      市政だより 6 月号裏表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            市政だより 2020 年 1 月号 26 ページ 

 

 「越後長岡雪の女王」は、長岡雪しか祭り実行委員会が募集・選任しているものであ

るが、現在長岡市は、「長岡市男女共同参画社会基本条例」に基づき、男女共同参画の視

点から「越後長岡雪の女王」の名称変更について、同実行委員会に検討を働きかけてい

る。今後、「越後長岡雪の女王」の活用のあり方を検討する必要がある。 
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令和２年度 個別報告 

 

 市政だより及び同時配布文書の掲載情報を種別（1 写真、2 図表・イラスト、

3文章）に分け、男女共同参画の視点、人権啓発の視点でチェックを行った。そ

の結果、主な指摘事項は次のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 市政だより ４月号６ページ ＞ 財政課、広報課 

 

 

 

子育て支援に力を入れている長

岡市として、当初予算発表の記事

の最初の写真に子育ての駅てくて

くの写真を選んだことは、妥当と

思われる。現場にいた親子と母子

保健推進員の触れ合いの場面を取

り上げた結果、写真が女性のみと

なったが、子育て＝女性とのイメ

ージを固定化させないよう、人物

や写真の選定は常に意識していく

必要がある。 
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＜ 市政だより ４月号 19ページ ＞ スポーツ振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ホットヨガ」と「フラダンス」「シェイプアップエクササイズ」において対象を

「女性」としているが、募集対象の性別を限定する場合、理由や目的を説明できるよう

にしておく必要がある。 

 ダンスやヨガが決して女性だけのものではないと理解したうえで、市民ニーズ等をと

らえ女性対象としているのであればよいが、そうでなければ、性別を対象とした募集を

しない。 
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＜ 市政だより ４月号 22ページ 他各号＞ 子ども・子育て課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夫婦で」は、多様性の観点から、「夫婦」に限定しない表現を工夫した方がよ

い。例えば、「パートナー」、「夫婦やパートナー」などが考えられる。 

市政だより５月号 24ページ、７月号 21ページ、８月号 23ページ、９月号 28ペ

ージ、10月号 28ページ、11月号 25ページ、12月号 20ページ、１月号 29ページ、

２月号 22ページ、３月号 17ページにも記事あり。 

指摘を受け、担当課では令和３年度から「夫婦で」を削除することとなった。 

 

＜ 市政だより ４月号 28ページ ＞ 人事課 

 

 

 

 

 消防職員、技術職員が男性というイメ

ージにつながる可能性がある。 

前年度は女性の消防職員を起用する

など配慮は見られるため、性別による固

定的な役割分担を意識した人選に継続

的に取り組んでほしい。 
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＜ 市政だより６月号 ８ページ ＞ 消防本部警防課 

 

 

 

 

 救急隊員は男性の職業と連想させる懸念

がある。記事の掲載スペースにもよるが、女

性隊員も一緒に掲載できるとよかったので

はないか。 

 

＜ 市政だより８月号 10ページ ＞ 観光事業課 

 

 

 

 大民踊流しの写真が主に女性であ

る。女性のみの写真を用いる意図が、

もし「華やかだから」「目を引くから」

というキャッチ的な意図であれば問題

がある。 

女性の参加者の方が多いという実情

はあるが、男女どちらも写っている写

真にする、男性のみ女性のみを１枚ず

つ用いて組み写真にするなどの工夫も

できるのではないか。 
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＜ 市政だより ８月号 11ページ 他各号＞ 中心市街地整備室 

 

 

 「米百俵プレイス（仮称）」（以下、

「米プレ」という）の概要や期待の

声を紹介するコラムが連載された。 

長岡のまちの礎を築いた「先人」

と、米プレに入居予定の関係機関の

代表者を通じて、米プレの特徴的な

機能や期待の声を伝える内容であ

った。先人と現代の人物、計 16 人

が登場しているが、男性のみであっ

た。 

関係機関の代表者へのインタビ

ューという企画意図により男性の

みが選定されたが、女性も取り上げ

ることによって、さらに広く理解を

得られたのではないか。 
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＜ ながおか社協だより vol.171 ２、10ページ ＞ 福祉総務課 

２ページ 

 

10ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性のイラストがエプロンをしている。家事＝女性という性別による固定化したイメ

ージがあるのではないか。 

男女ともに家事をするイラストをバランス良く入れるなど、イラストの選び方を工夫

する必要がある。 
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＜水道だより No.53 １、２ページ＞ 水道局 

 

 １ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性のイラストがエプロンをしている。家事＝女性という性別による固定化したイメ

ージがあるのではないか。 

男女ともに家事をするイラストをバランス良く入れるなど、イラストの選び方を工夫

する必要がある。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜ 男女共同参画に関する調査・研究最終報告書 ＞ 
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長岡市地方創生推進部 人権・男女共同参画課 

長岡市男女平等推進センター  ウィルながおか 

新潟県長岡市大手通２－２－６（ながおか市民センター２階） 
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